様式１
令和　年　月　日
[bookmark: _Hlk233620425]
（発注者）殿

						受注者　住所
							氏名


対象資材に関する協議書

（土木工事）
	種別
	資材名
	仕様・規格
	対象
数量
	購入
時期
	調達予定単価
	中東情勢の影響
	添付書類番号

	②
	(例)塗料用ｼﾝﾅｰ
	○○
	５L
	R8.4月
	○円
	有
	１

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（注）
１．種別は、①から③を記入する。
① 対象資材の代替資材を調達する場合
② 対象資材の流通経路を見直して調達した場合
③ 対象資材を調達した場合（ただし別途調達経費を含む）
２．添付書類は、調達時期、購入数量及び購入単価が確認できる実際の見積書の写しを監督職員に提出する。①の場合は、代替資材が設計図書で求める機能や品質等を満足していることが確認できる資料（カタログ等）を併せて監督職員に提出する。
３．対象数量は購入予定数量ではなく、設計書の数量のうち、供給の偏りや流通の目詰まりが発生し、従前の流通経路により円滑な調達が困難となっている期間に該当する数量とする。


様式２
令和　年　月　日
[bookmark: _Hlk233620871]
（発注者）殿

						受注者　住所
							氏名


対象資材に関する実施報告書

（土木工事）
	種別
	資材名
	仕様・規格
	対象
数量
	購入
時期
	購入単価
	証明書
	証明書類番号

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（注）
１．種別は、①から③を記入する。
① 対象資材の代替資材を調達する場合
② 対象資材の流通経路を見直して調達した場合
③ 対象資材を調達した場合（ただし別途調達経費を含む）
２．証明書類は、調達時期、購入数量及び購入単価が確認できる実際の取引伝票、見積書、請求書等のうち、必要なものの写しを添付すること。
３．対象数量は購入数量ではなく、設計書の数量のうち、供給の偏りや流通の目詰まりが発生し、従前の流通経路により円滑な調達が困難となっている期間に該当する数量とする。


様式１
令和　年　月　日

（発注者）殿

						受注者　住所
							氏名


対象資材に関する協議書

（営繕工事）
	種別
	資材名
	仕様・規格
	対象
数量
	購入
時期
	調達予定単価
	中東情勢の影響
	添付書類番号

	②
	(例)塗料用ｼﾝﾅｰ
	○○
	５L
	R8.4月
	○円
	有
	１

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（注）
１．種別は、①又は②を記入する。
① 対象資材の代替資材を調達する場合
② 設計図書どおりの対象資材を調達するために、流通状況を踏まえた調達経費が別途必要となる場合（受注者が流通経路を見直して調達した場合も含む）
２．添付書類は、調達時期、購入数量及び購入単価が確認できる実際の見積書の写しを監督職員に提出する。①の場合は、代替資材が設計図書で求める機能や品質等を満足していることが確認できる資料（カタログ等）を併せて監督職員に提出する。
３．材料費を抽出して確認することが困難な場合は材工一式単価でもよいが、別途調達経費に該当しない費用（労務費、機械器具費及び仮設材費）の増加費用は含めないこと。
４．対象数量は購入予定数量ではなく、設計書の数量のうち、供給の偏りや流通の目詰まりが発生し、従前の流通経路により円滑な調達が困難となっている期間に該当する数量とする。


様式２
令和　年　月　日

（発注者）殿

						受注者　住所
							氏名


対象資材に関する実施報告書

（営繕工事）
	種別
	資材名
	仕様・規格
	対象
数量
	購入
時期
	購入単価
	証明書
	証明書類番号

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（注）
１．種別は、①又は②を記入する。
① 対象資材の代替資材を調達した場合
② 設計図書どおりの対象資材を調達するために、流通状況を踏まえた調達経費が別途必要となった場合（受注者が流通経路を見直して調達した場合も含む）
２．証明書類は、調達時期、購入数量及び購入単価が確認できる実際の取引伝票、見積書、請求書等のうち、必要なものの写しを添付すること。
３．材料費を抽出して確認することが困難な場合は材工一式単価でもよいが、別途調達経費に該当しない費用（労務費、機械器具費及び仮設材費）の増加費用は含めないこと。
４．対象数量は購入数量ではなく、設計書の数量のうち、供給の偏りや流通の目詰まりが発生し、従前の流通経路により円滑な調達が困難となっている期間に該当する数量とする。
５．購入単価は、原則として実際の取引伝票もしくは請求書等の購入単価が確認できるものとする。ただし、受注者自ら材工一式を提供する場合等、見積書によらざるをえない場合には、この限りではない。

